
 

 

九十九里地域水道企業団公告      
 

一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

地方自治法施行令第１６７条の６の規定により一般競争入札を次のとおり実施します。 

 

令和７年７月２２日 

 

九十九里地域水道企業団 

企業長 鹿 間 陸 郎 

 

１ 一般競争に付する事項 

（１）業 務 名  長柄浄水場管路点検業務委託 

（２）業 務 場 所  市原市古都辺５９１番地３～茂原市真名１７２０番地 

長生郡長柄町山之郷４８２番地１０９地先～茂原市大沢 

１２２５番地 

（３）一般競争入札  郵便入札・事後審査方式 

（４）業 務 期 限  令和８年３月９日限り 

（５）業 務 の 概 要 

ア 目的 

本業務は、長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）導、送水管路の仕切弁・空気弁・弁室等の点検

清掃を行うものである。 

イ 概要 

（ア）（Ⅰ）導水管路点検    １式 

（イ）（Ⅱ）導水管路点検    １式 

（ウ）（Ⅰ）送水管路点検    １式 

（エ）（Ⅱ）送水管路点検    １式 

（６）予 定 価 格  落札決定後公表 

（７）最低制限価格  無 

（８）入 札 保 証 金  免除  

（９）契 約 保 証 金  無 

（10）業務費内訳書  提出（本業務内訳書及び第１号～第２号内訳書） 

（11）前・中間支払金  対象としない 

 

  



 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本業務の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 

（１）本業務の公告日前に効力を有する令和６・７・８年度九十九里地域水道企業団建設

工事等資格者名簿「物品・委託用」に登載されているもののうち、（大分類）３２・

施設等運転管理他、(中分類)５・水道管路点検について希望の登録がある者。 

（２）本業務の公告日から本業務の開札の日までの間に、九十九里地域水道企業団建設工

事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていない者。 

（３）本業務の公告日前に千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県に本店又は支店等

（契約の締結及び契約の履行に関する一切の権限を受けている者を置く。）がある者。 

（４）本業務において、現場代理人及び当該業務に関し、主として指揮・監督を行う主任

技術者（開札日現在３か月以上の雇用関係にある者）を配置できる者。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業務の

開札日前６か月以内に手形・小切手を不渡りした者。 

イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

 

３ 開札の場所及び日時 

（１）場  所  九十九里地域水道企業団第２会議室 

東金市東金７６９番地２ 

（２）日  時  令和７年８月８日（金）午前・午後  １１時００分 

 

４ 設計図書の閲覧方法 

原則として、企業団ホームページからのダウンロード又は、企業団窓口での閲覧とな

ります。  

  



 

 

５ 入札書の郵送方法 

（１）郵送方法  一般書留又は簡易書留 

（２）到着期限  令和７年８月７日（木）午後５時必着 

（３）送 付 先  〒２８３－０８０２ 

東金市東金７６９番地２ 

九十九里地域水道企業団 総務課 管財班行 

ア 郵送は外封筒（角形２号程度）及び中封筒（長形３号程度）の２重封筒としてく

ださい。 

外封筒には入札書を同封した中封筒、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費

内訳書（指定された場合）を入れて封かん（同封されていない場合は入札無効とな

ります。）し、封筒の表面に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）指定した郵送先 

（イ）入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）

在中の旨 

（ウ）公告した業務名 

（エ）公告した業務場所 

（オ）開札日 

（カ）入札者の商号又は名称 

イ 中封筒には入札書を入れて封かん及び代表者印により３箇所封印し、封筒の表面

に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）入札書在中の旨 

（イ）公告した業務名 

（ウ）公告した業務場所 

（エ）開札日 

（オ）入札者の商号又は名称 

ウ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書の各々の様式については、企業団ホー

ムページ掲載の入札情報・入札様式よりダウンロードし作成してください。 

エ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）等

の書類の日付については、開札日の記入をお願いします。 

オ 開札日が同日であっても、外封筒及び入札書は公告ごとに作成してください。 

封筒の封は糊付けでお願いします。 

  



 

 

６ 業務費内訳書の提出 

（１）入札参加者は、業務費内訳書の提出を求められている場合は、業務費内訳書が同封

されていない入札書は無効となります。また、次の各号に該当する場合も、入札が無

効となるので留意してください。 

ア 入札書の記載金額と業務費内訳書の積算金額が相違する場合。 

イ 業務費内訳書に業務名、業務場所の記載がない場合。 

ウ 業務費内訳書に入札者の商号又は名称がなく、押印が欠けている場合。 

エ 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち本業務内訳書及び内訳書に記載さ 

れた項目が欠けている場合。 

（２）業務費内訳書は次のどちらかの様式により作成してください。 

ア 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち、本業務内訳書及び内訳書に金額

を記載したもの。 

イ アと同一の項目が含まれた任意の様式により作成したもの。 

 

７ 入札回数 

入札の回数は３回とする。 

 

８ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関する質問がある場合は、書面でＦＡＸ等により提出してください。 

（１）提出期限  令和７年７月２５日（金）午後５時まで 

（２）提 出 先  九十九里地域水道企業団 総務課 管財班 

ＴＥＬ ０４７５－５４－０６３１ 

ＦＡＸ ０４７５－５４－２０６８ 

（３）回 答  質問に対する回答は令和７年７月２９日（火）にホームページに掲載

します。 

 

９ 入札の執行 

到着期限までに到着した入札書が１通の場合でも、当該入札は執行します。 

 

10 開札の立会 

開札の立会については任意ですので、必ず参加しなければならないものではありませ

ん。 

ただし、参加しなかった場合は再度入札を行うことはできません。 

代理人をもって参加する場合は委任状の提出をお願いします。 

  



 

 

11 落札者の決定 

（１）予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価

格の範囲内）で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

以下低い価格で入札した者から順次落札候補者として資格審査を行い、後日落札者

を決定し、連絡いたします。 

（２）予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、再度入札を行うものとする。 

ただし、初回の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。 

（３）再度入札においては、入札書を封筒に入れずに提出することができるものとする。 

（４）落札候補者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札

候補者としての順位を決定する。 

なお、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。 

（５）再度入札において落札候補者がない場合は、当企業団物品等契約事務取扱要綱第１

４条第１項の規定によるものとする。 

 

12 落札候補者となった場合提出する書類 

落札候補者は速やかに次の書類を提出するものとする。 

（１）現場代理人及び主任技術者の資格を証明するもの。（開札日現在３か月以上の雇用関

係の証明含む） 

 

13 その他 

（１）上記のほか、入札公告及び入札の概要を熟知し、入札書を郵送してください。 

（２）入札書を投函する前に、再度必ず確認してください。 

（３）開札日には、再度の入札に備え予備の入札書を持参してください。 

（４）入札書到達の有無等の問い合わせには、一切対応しません。 

（５）入札参加者は、ホームページ掲載の入札情報の入札約款を熟読し、遵守してくださ

い。 

 

 



令和 7 年度

長柄浄水場管路点検業務委託
設  計  書

013736080九  十  九  里  地  域  水  道  企  業  団



委託料営業費用 原水及び浄水費水道用水供給事業費用

九十九里地域水道企業団 九水企委令７第８号

課長 副課長 場長 副場長 班長 審査 設計

年度
科目

令和 7 年度 款 項 目 節

 業 務 場 所
市原市古都辺５９１番地３～茂原市真名
１７２０番地、長生郡長柄町山之郷４８２番地
１０９地先～茂原市大沢１２２５番地

 業 務 名 長柄浄水場管路点検業務委託

 業務期限 令和８年３月９日限り

総括表

請  負 業務施行方法

業務番号 提出年月日

 設 計 金 額 円

 業  務  価  格 円

 消費税相当額 円
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設
　
　
　
計
　
　
　
説
　
　
　
明
　
　
　
　
　
　

　本業務は、長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）導、送水管路の仕切弁・空気弁・弁室等の
点検清掃を行うもので、その概要は下記のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　１．（Ⅰ）導水管路点検　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　（延長４．３ｋｍ　空気弁１１個所　仕切弁４箇所）
　　　　２．（Ⅱ）導水管路点検　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　（延長４．３ｋｍ　空気弁１５箇所　仕切弁１箇所）
　　　　３．（Ⅰ）送水管路点検　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　（延長３．９ｋｍ　空気弁　７箇所　仕切弁２箇所）
　　　　４．（Ⅱ）送水管路点検　　　　　　　　　　　　　　１式
　　　　　（延長８．０ｋｍ　空気弁２７箇所　仕切弁４箇所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―以上―
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  業  務  内  訳  書

本業務費

直接業務費

弁室等点検清掃業務
式 1    第 1 号内訳書参照

直接業務費計

安全費(その他) 率計上
式 1    

安全費 積上げ
式 1    第 2 号内訳書参照

業務原価

諸経費
式 1    

業務価格

消費税相当額
式 1    

業務費計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 弁室等点検清掃業務 1式号 内訳書

弁室等点検清掃工 仕切弁・空気弁
回 2    第 1 号単価表参照

報告書作成工 仕切弁・空気弁
回 2    第 2 号単価表参照

計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 安全費
積上げ

1式号 内訳書

交通誘導員
回 2    第 3 号単価表参照

計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 弁室等点検清掃工 仕切弁・空気弁 1 回号 単価表

弁室等点検清掃工 弁室等点検清掃業務
箇所 71    第 4 号単価表参照

計 1回 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 報告書作成工 仕切弁・空気弁 1 回号 単価表

報告書作成工 弁室等点検清掃業務
箇所 71    第 5 号単価表参照

計 1回 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 交通誘導員 1 回号 単価表

交通誘導警備員Ｂ
人

計 1回 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 弁室等点検清掃工 弁室等点検清掃業務 1 箇所号 単価表

調査技師
人

調査補助員
人

ガソリン レギュラー
L

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L
ｈ

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L
供用日

水中ポンプ運転工 弁室等点検清掃業務

φ50mm　1.5kw 日 第 6 号単価表参照

損耗品及び損料
式 1    

諸雑費
式 1    

１日当り

１箇所当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 報告書作成工 弁室等点検清掃業務 1 箇所号 単価表

調査技師
人

調査助手
人

諸雑費
式 1    

１日当り

１箇所
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 6 水中ポンプ運転工
弁室等点検清掃業務

φ50mm　1.5kw 1 日号 単価表

ガソリン レギュラー
L

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ50mm全揚程15m
日

発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA
日

諸雑費
式 1    

計 1日 当り
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1 

第１章  一般共通事項  

１．本特記仕様書によって施行する業務は、長柄浄水場管路点検業務委託で、設計書及び

工事等共通仕様書、関係法令等に基づき九十九里地域水道企業団監督職員（以下監督職

員という。）の指示に従い施行すること。  

２．受注者は、業務期限を厳守し、同期間内に完成させること。  

３．受注者は、業務施行に先立ち、業務計画書を作成し、監督職員に提出すること。 

４．設計図書に明示ない事項で疑問を生じた場合は、監督職員と協議することとし、施行

上若しくは技術上、当然必要と認められるものについては、受注者の責任において施行

すること。 

５．当企業団は、必要に応じて業務の増減、変更又は中止を命ずることができる。 

また、業務施行上、設計変更が生じた場合においても、これらの場合における業務委

託料の増減は、契約書に基づき当企業団及び受注者両者協議のうえ、当企業団単価及び

積算基準により行うものとする。  

６．受注者は、業務施行にあたり、業務に関する諸法規、関係諸法令を遵守し、業務の円

滑な進捗を図るとともに、安全対策に十分留意すること。 

７．業務施行にあたり、資格を必要とする作業は、それぞれ有資格者が施行すること。 

８．業務用機械、器具等は、設計図書に指定されている場合は、これに適用するものを使

用すること。 

ただし、業務施行にあたり、より条件に合った機械、器具がある場合は監督職員の承

諾を得て使用することができる。 

９．業務施行に際し、障害となる既設構造物その他に対しては、監督職員と協議のうえ防

護又は一時移転を行うこと。 

万一損害を与えた場合は、受注者の責任において一切を処理すること。 

10．本業務に関連して、他の業務及びその他交渉の必要が生じたときは、監督職員に連絡

し、関係者による協議を実施し業務の進捗を図ること。 

11．就業時間は、平日午前８時３０分より午後５時迄とし、土曜日、日曜日及び祝日は休

日とする。 

ただし、平日以外または就業時間外に作業を行う必要を生じた場合は、監督職員にそ

の内容を説明し、書面により承諾を得たうえで実施することができる。 

また、現場作業時間については公道であることから所轄警察署からの道路使用

許可条件を遵守すること。 

12．作業中は、現場の整理整頓を行い常に安全な状態で施行すること。 

また、作業終了後は清掃を行い現場の美化に努めること。 

13．受注者は、当企業団の定める工事記録写真撮影要領により写真を撮影し、完了図書と

ともに提出すること。 

14. 業務完了検査にあたり、現場代理人及び主任技術者は当該検査に立ち会わなければな
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らない。 

 

第２章 業務仕様 

１．業務概要 

本業務は、当企業団にて管理している仕切弁、空気弁、弁室等の機能を正常に維持す

るため、これらの点検を行うものである。 

２．業務範囲 

（１）（Ⅰ）導水管路（約４．３ｋｍ） 

 ア 空気弁 １１箇所 

  双口空気弁φ１００（ＮＤＡ２～５、８～１０） ７個 

  急速空気弁φ１００（ＮＤＡ１、１－２、６、７） ４個 

 イ 仕切弁 ４箇所 

  仕切弁（スルース弁）φ７００（ＮＤＶ２） １個 

  仕切弁（バタフライ弁）φ７００（ＮＤＶ２－２、３、６） ３個 

（２）（Ⅱ）導水管路（約４．３ｋｍ） 

 ア 空気弁 １５箇所 

  急速空気弁φ２００（ＮＤＡ１９、２２） ２個 

  急速空気弁φ１００（ＮＤＡ１１～１８、２０、２１、２３、２４） 

   １２個 

  急速空気弁φ１００（ＮＳＡ２）（取水管路） １個 

 イ 仕切弁  １箇所 

  仕切弁（バタフライ弁）φ８００（ＮＤＶ１７） １個 

（３）（Ⅰ）送水管路（約３．９ｋｍ） 

 ア 空気弁  ７箇所 

  双口空気弁φ１００（ＮＭＡ２～８） ７個 

 イ 仕切弁  ２箇所 

  仕切弁（バタフライ弁）φ７００（ＮＭＶ２、４） ２個 

（４）（Ⅱ）送水管路（約８．０ｋｍ） 

 ア 空気弁  ２７箇所 

  急速空気弁φ１００（ＮＯＡ１～２７） ２７個 

 イ 仕切弁  ４箇所 

  仕切弁（バタフライ弁）φ８００（ＮＯＶ１、２、５、６） ４個 

３．点検内容 

 本業務における適用範囲は、下記の作業項目とする。 

（１）準備・片付け 

 酸素濃度計及び送風機等作業に必要な機器類の点検、作業影響範囲の清掃 
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（２）現場間の移動 

 現場間の移動に伴い、導・送水管路上及びその付近で漏水等の異常が無いか確認 

（３）空気弁室及び仕切弁室の点検 

 ア 蓋の開閉操作性・逸脱防止機能の点検、受枠の清掃等、蓋の機能確認 

 イ 溜まり水の排水、土砂の撤去等、弁室の内部清掃 

（４）空気弁の点検 

 漏水の有無 

（５）仕切弁の点検 

 漏水の有無 

（６）報告書作成 

 ア 業務報告書（作業日報、写真、状況報告書） 

 イ その他、監督職員の指示するもの 

４．その他 

（１）本業務は、業務期限内に２回実施するものとする。実施時期は監督職員の指示によ

る。 

  また、１回目の時期については、稲刈り後とし、１回目・２回目の期間は、原則

４か月以上空けること。 

（２）作業実施前までに所轄の警察署から道路使用許可を受けること。 

（３）漏水、異常等を発見した際には、速やかに監督職員に報告すること。 

（４）提出書類 

 ア 業務着手届（工程表含む）                 １部 

 イ 業務主任技術者等選任通知書（経歴書、資格書類等含む）    １部 

 ウ 業務計画書 １式 

 エ 腸内細菌検査結果写し １部 

 オ 業務写真(２回分)                     １式 

 カ 業務報告書（２回分）                   １式 

 キ 業務完了届（紙媒体（１部）、電子納品（２枚）） １式 

 ク その他、監督職員の指示する書類              １式 

 

第３章 建設副産物対策 

１．建設副産物の処理に当たっては、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適正に行わ

なければならない。 

２．建設副産物対策を適切に実施するため、業務現場における責任者を明確にし、計画内

容等を現場担当者に周知徹底しなければならない。 

３．業務現場において、建設廃棄物の処理方法毎に分別し、保管基準を遵守し、適切に保

管しなければならない。 
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４．建設廃棄物の再利用及び減量化のできないものについては、廃棄物処理法に基づき適

正に処理しなければならない。 

５．弁室等の清掃に伴うゴミ、土砂については、土嚢袋等に入れ監督職員の指示した場所

まで運搬するものとする。 

 

第４章 特記事項 

１．注意事項 

（１）業務場所は道路（公道）に設置してある導・送水管関連設備であることから、業務          

範囲以外の施設、敷地へ立ち入らないこと。 

（２）作業員名簿を提出し、作業員等の管理を徹底すること。 

（３）作業開始前は、作業内容・作業人員を報告すること。 

 なお、作業終了後についても同様とし、報告後退場すること。 

（４）隣接場所において別途工事がある場合は、これら関係者と相互に調整のうえ業務を

施行すること。 

（５）機械器具の管理徹底を図ること。 

（６）火気については十分注意すること。 

２．衛生管理 

（１）水道施設での施行に当たっては、水道法その他関係法令を遵守し、衛生管理に十分

留意すること。 

（２）取水場、浄水場等その他これらに準じる水道施設は飲料水を取り扱うので、衛生に

は十分注意し、また、油脂や薬剤等、飲料水や水道施設に汚染を及ぼすものは取り扱

いに注意しなければならない。 

（３）水道法第 21 条第１項に基づき受注者は、作業従事者の健康診断（細菌検査）につ

いて、次のとおり受検させること。 

 ア 検査対象者 

直接水に触れる作業をする者及び監督員が指定する者。 

 イ 健康診断項目 

  Ｏ157、赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス菌、パラチフス。 

ウ 提出書類 

  アに該当する作業従事者については、作業従事者健康診断書結果の写し（細菌検

査）を監督員に提出すること。 

  その他、監督職員の指示によるものとする。 

エ 検査の実施時期 

  現場作業を開始する直前に第１回目を行い、その後はおおむね６か月ごとに行う

こと。 

３．施行管理 
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（１）業務施行に際し、専門技術・知識及び経験を有する技術者による施行管理を行うこ

と。 

（２）本業務の施行にあたり、現場代理人は現場に常駐して業務の全てを管理すること。 

４．関連工事との協調 

本業務は、道路（公道）に設置してある導・送水管関連設備での施行となるため、近

くで他工事と競合する場合、監督職員及び工事施工業者と調整のうえ施行すること。 

また、近くに民家がある場合、迷惑のかからぬよう十分注意して施行すること。 

５．用地の使用 

受注者は、業務施行のために企業団用地を使用するときは、施設管理者の承諾を受け

なければならない。 

６．現場管理 

（１）交通の安全確保 

 ア 受注者は、「道路工事保安施設設置基準」（国土交通省（最新版））に基づき

 適切な交通管理を行い、安全確保に万全を期さなければならない。 

 イ 所轄警察署からの道路使用許可条件を遵守すること。 

 ウ 点検において配置する交通誘導員は、下表の通りとする。 

配置箇所 交通誘導員 作業区分 備考 期間 

公道上の 

１点検箇所 

２人／箇所 昼間作業 交代要員なし 点検日数 

 

（２）労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則等、必要な関係法規を遵守すること。 

  また、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任するとともに、作業員について

は特別教育を実施した者を作業に従事させること。 

（３）施行中の安全確保に関しては、常に業務の安全に留意し、現場管理を行い、災害及

び事故の防止に努めること。 

なお、災害及び事故が発生した場合には、人命の安全確保を優先するとともに、二

次災害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告すること。 

（４）気象予報又は警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努めること。 

（５）業務の施行の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じな

いよう周辺環境の保全に努めること。 

７．養生・後片付け 

既設設備等については、汚染又は損傷しないよう適切な養生を行うとともに、業務完

了後は、施行範囲および業務影響範囲の後片付け及び清掃を行うこと。 
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個人情報取扱特記事項 

第１章 個人情報取扱特記事項 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 

２．事務従事者への周知及び監督 

（１）事務従事者への監督 

受注者は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図ら

れるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（２）事務従事者への周知 

受注者は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知

させるものとする。 

ア 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を

みだりに他人に知らせてはならないこと。 

イ 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を

不当な目的に使用してはならないこと。 

３．個人情報の取扱い 

（１）収集の制限 

受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 

（２）秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（３）漏えい、滅失及びき損の防止等 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏

えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ

る。 

（４）持ち出しの制限 

受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を発注者が指定した

場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）

を当該場所以外に持ち出してはならない。 

（５）目的外利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的

のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 

（６）複写又は複製の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報
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が記録された機器等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

４．再下請の制限 

受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

５．事故発生時における報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

きは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

６．機器等の返還等 

 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注

者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直

ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に作業の方法を指

示したときは､当該方法によるものとする。 

７．発注者の調査、指示等 

（１）調査、指示等 

発注者は、受注者がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監

査することができる。この場合において、発注者は、受注者に対して、必要な指示を

行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 

（２）公表 

発注者は、受注者がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を

保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の

発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。 

８．契約の解除及び損害の賠償 

（１）発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び受注者

に対して損害の賠償を請求することができる。 

ア 受注者又は受注者の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者

を含む。）の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき。 

イ 受注者がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

注 本契約においては、特定個人情報(個人番号等)は一切取り扱わないものとする。  
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電子納品に関する特記仕様書 

  第１章 電子納品に関する特記事項 

１．一般事項  

本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、「業務の最終成果を電子成果品とし

て納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは次項以降の内容に基づいて作成した

電子データを指す。 

２．電子納品対象書類 

業務計画書、各種業務打合せ簿、完了図面、業務完了図書、写真帳を基本とし、その他

納品が必要と思われる書類は協議の上、電子化対象とする。 

３．電子化方法 

（１）図面データ 

監督員と協議の上決定したファイル形式で保存したものを提出すること。 

（２）業務完了図書及び写真帳 

作成した書類を PDF として保存したものを提出すること。 

（３）その他の書類 

押印済みの書類をスキャニングし、PDF 化したものを提出すること。 

４．提出方法 

（１）媒体 

原本性確保の観点から、電子納品の媒体を光学ディスクとする。 

（２）ラベル 

ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、表面に

損傷を与えないように留意すること。 

（３）コンピュータウイルス対策 

電子成果品作成時には事前協議チェックシートに記載のウイルス対策ソフトの最新の

ウイルス定義ファイルに更新したうえでウイルスチェックを行い、ウイルスがないこと

を確認すること。その後ウイルスチェックに関する情報を記載すること。 

（４）ファイル構成 

電子化したデータに各々のファイルが判別しやすい名前を付けたうえで、種類ごとに

フォルダ分けをすること。 
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（Ⅰ）導水管路【空気弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等

FCD丸形
φ９００
FCD丸形
φ９００

FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA１０ １００ 双　口 S５０
丸ハンドル付
スルース

浄水場入口付近
コンクリート

ブロック（丸形）

空気弁 NDA９ １００ 双　口 S４８
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷233番地56地先
コンクリート

ブロック（丸形）

空気弁 NDA８ １００ 双　口 S４８
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷235番地1地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA７ １００ 急　速 S５４ キャップ式 長生郡長柄町山之郷142番地29地先
コンクリート

ブロック（丸形）

FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA６ １００ 急　速 S５４
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷107番地5地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA５ １００ 双　口 S４９
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷322番地地先
コンクリート

ブロック（丸形）

FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA４ １００ 双　口 S４９
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷405番地113地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA３ １００ 双　口 S４９
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷407番地1地先
コンクリート

ブロック（丸形）

FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA２ １００ 双　口 S４９
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町山之郷405番地110地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NDA１ １００ 急　速 S４９
丸ハンドル付
スルース

市原市古都辺534番地先
コンクリート

ブロック（丸形）

空気弁 NDA１－２ １００ 急　速 Ｈ３１ レバー式 長生郡長柄町山之郷405番地109地先
組立式コンクリート
ブロック（丸形）

FCD丸形
φ６００



（Ⅰ）導水管路【仕切弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号
仕切弁
（本弁）

NDV２ ７００
横　形
スルース S４９ 副弁内蔵型 市原市古都辺534番地先

RC構造
現場打

人孔鉄蓋
φ６００ 4

人孔鉄蓋
φ６００

仕切弁
（本弁）

NDV３ ７００
立　形

バタフライ S５４ 副弁内蔵型 長生郡長柄町山之郷317番地4地先
RC構造
現場打 18

仕切弁
（本弁）

NDV６ ７００
立　形

バタフライ S５４
立形スルース
（φ１５０）

長生郡長柄町山之郷175番地1地先
RC構造
現場打

人孔鉄蓋
φ６００ 22

FCD丸形
φ９００×φ６００

仕切弁
（本弁）

NDV２－２ 700
立　形

バタフライ H31 － 長生郡長柄町山之郷405番地109地先
組立式コンクリート
ブロック（丸形） 8



空気弁 NDA１1 １００ 急　速 H９

（Ⅱ）導水管路【空気弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所

キャップ式 市原市古都辺534番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

3

弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

キャップ式 長生郡長柄町山之郷405番地109地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

6空気弁 NDA１２ １００ 急　速 H１０

キャップ式 長生郡長柄町山之郷405番地109地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

9空気弁 NDA１３ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷405番地110地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

11空気弁 NDA１４ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷405番地46地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

13空気弁 NDA１５ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷405番地113地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

15空気弁 NDA１６ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷322番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

17空気弁 NDA１７ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷308番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

20空気弁 NDA１８ １００ 急　速 H７

キャップ式 長生郡長柄町山之郷215番地2地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

23空気弁 NDA１９ ２００ 急　速 H８

キャップ式 長生郡長柄町山之郷234番地8地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

24空気弁 NDA２０ １００ 急　速 H８

キャップ式 長生郡長柄町山之郷237番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

25空気弁 NDA２１ １００ 急　速 H８

キャップ式 長生郡長柄町山之郷237番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

27空気弁 NDA２２ ２００ 急　速 H８

キャップ式 長生郡長柄町山之郷233番地58地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

29空気弁 NDA２３ １００ 急　速 H８

キャップ式
長柄町山之郷地先
（浄水場入口正門前）

コンクリート
ブロック（丸形）

FCD丸形
φ９００

30空気弁 NDA２４ １００ 急　速 H８

キャップ式 市原市古都辺591番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

1空気弁 NSA２ １００ 急　速 H９



（Ⅱ）導水管路【仕切弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

副弁内蔵型 長生郡長柄町山之郷405番地56地先
RC構造
現場打

人孔鉄蓋
φ６００ 5

仕切弁
（本弁）

NDV１７ ８００
立　形

バタフライ H１０



FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA３ １００ 双　口

（Ⅰ）送水管路【空気弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

S５０
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町上野4番地5地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA２ １００ 双　口 S５０
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町上野3番地6地先
コンクリート

ブロック（丸形） 37

38

FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA５ １００ 双　口 S５０
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町舟木732番地2地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA４ １００ 双　口 S５０
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町舟木746番地2地先
コンクリート

ブロック（丸形） 39

40

FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA７ １００ 双　口 S５３
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町味庄495番地2地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA６ １００ 双　口 S５０
丸ハンドル付
スルース

長生郡長柄町味庄473番地2地先
コンクリート

ブロック（丸形） 42

44

FCD丸形
φ９００

空気弁 NMA８ １００ 双　口 S５１
丸ハンドル付
スルース

茂原市真名1720番地先
コンクリート

ブロック（丸形） 45



（Ⅰ）送水管路【仕切弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

人孔鉄蓋
φ６００

仕切弁
（本弁）

NMV２ ７００
立　形

バタフライ S５４ － 長生郡長柄町舟木778番地3地先
RC構造
現場打 41

人孔鉄蓋
φ６００

仕切弁
（本弁）

NMV４ ７００
立　形

バタフライ S５０ 弁体離脱型 長生郡長柄町味庄473番地2地先
RC構造
現場打 43



空気弁 NOA１ １００ 急　速 H９

（Ⅱ）送水管路【空気弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所

キャップ式 長生郡長柄町山之郷483番地5地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

32

弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

キャップ式 長生郡長柄町中野台56番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

33空気弁 NOA２ １００ 急　速 H９

キャップ式 長生郡長柄町中野台59番地２地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

34空気弁 NOA３ １００ 急　速 H９

キャップ式 長生郡長柄町中野台62番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

35空気弁 NOA４ １００ 急　速 H９

キャップ式 長生郡長柄町山之郷483番地103地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

36空気弁 NOA５ １００ 急　速 H９

キャップ式 長生郡長柄町山之郷482番地109地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

46空気弁 NOA６ １００ 急　速 H９

キャップ式 長生郡長柄町山之郷482番地53地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

47空気弁 NOA７ １００ 急　速 H１１

キャップ式 長生郡長柄町山之郷647番地14地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

48空気弁 NOA８ １００ 急　速 H１１

キャップ式 長生郡長柄町山之郷647番地51地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

49空気弁 NOA９ １００ 急　速 H１１

キャップ式 長生郡長柄町山之郷647番地48地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

50空気弁 NOA１０ １００ 急　速 H１０

キャップ式 市原市金剛地1149番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

51空気弁 NOA１１ １００ 急　速 H１０

キャップ式 市原市金剛地1149番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

53空気弁 NOA１２ １００ 急　速 H１０

キャップ式 市原市金剛地1247番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

54空気弁 NOA１３ １００ 急　速 H９

キャップ式 市原市金剛地1306番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

55空気弁 NOA１４ １００ 急　速 H９



補修弁・副弁 施　設　場　所 弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度

キャップ式 市原市金剛地1296番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

56空気弁 NOA１５ １００ 急　速 H９

キャップ式 市原市金剛地1320番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

57空気弁 NOA１６ １００ 急　速 H９

空気弁 NOA１８ １００ 急　速 H９

空気弁 NOA１７ １００ 急　速 H９ キャップ式 市原市金剛地1326番地先

キャップ式 市原市金剛地570番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

59

コンクリート
ブロック（丸形）

FCD丸形
φ９００

58

キャップ式 市原市金剛地583番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

60空気弁 NOA１９ １００ 急　速 H１１

キャップ式 市原市金剛地583番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

61空気弁 NOA２０ １００ 急　速 H１１

キャップ式 市原市金剛地583番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

63空気弁 NOA２１ １００ 急　速 H１１

キャップ式 茂原市大沢656番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

65空気弁 NOA２２ １００ 急　速 H９

キャップ式 茂原市大沢485番地5地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

66空気弁 NOA２３ １００ 急　速 H９

キャップ式 茂原市大沢485番地5地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

68空気弁 NOA２４ １００ 急　速 H１１

キャップ式 茂原市大沢380番地4地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

69空気弁 NOA２５ １００ 急　速 H１１

キャップ式 茂原市大沢383番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

70空気弁 NOA２６ １００ 急　速 H１１

キャップ式 茂原市大沢1225番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

71空気弁 NOA２７ １００ 急　速 H１１



仕切弁
（本弁）

NOV１ ８００
立　形

バタフライ H１０

（Ⅱ）送水管路【仕切弁】

施設名 記　号 口径(㎜) 型　式 設置年度 補修弁・副弁 施　設　場　所

副弁内蔵型 市原市金剛地1167番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

52

弁室構造 蓋構造等
図面

管理番号

副弁内蔵型 市原市金剛地583番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

62
仕切弁
（本弁）

NOV２ ８００
立　形

バタフライ H１１

副弁内蔵型 市原市金剛地583番地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

64
仕切弁
（本弁）

NOV５ ８００
立　形

バタフライ H１１

副弁内蔵型 茂原市大沢485番地3地先
コンクリート

ブロック（丸形）
FCD丸形
φ９００

67
仕切弁
（本弁）

NOV６ ８００
立　形

バタフライ H１１



長柄浄水場施設概要図
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